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令和５年  

９月２２日号 広  報 舟形町のあゆみ 第10話 

昭和４３年(１９６８年) 

町役場新庁舎完成。 

 

粗大ごみ収集日のお知らせ 
 

 家具類や家電製品（７品目はのぞく※）などの粗大ごみの収集を次の日程で 

行います。粗大ごみを出す際は、定められた金額の粗大ごみステッカーを 

貼り、地区・氏名を書いて、決められた衛生ステーションに出してください。 

金額は「令和５年度ごみ収集日カレンダー」に記載しています。 

※回収できない７品目･･･テレビ・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機・エアコン・パソコン 
 
 

回 収 日 対 象 地 区 

10月６日（金）  野、幅、長尾、内山、長沢第１・２・３、経壇原、一の関 

10月13日（金）  舟形第１・２・３・４、大平、紫山、向山、鼠沢 

10月20日（金）  沖の原、西堀、木友、小松、長者原、福寿野、馬形 

10月27日（金） 富田第１・２、瀬脇、堀内、実栗屋、洲崎、横山、真木野、新堀、西又、松橋 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 ☎（32）0155 

 

証明書のコンビニ交付の 
一時停止について 

役場庁舎内の電気設備点検による計画停電に伴い、次の日時はコンビニ交付で住民票の写

しおよび印鑑登録証明書の取得ができなくなります。 

ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。 

▼日   時／10月14日（土）午前８時～正午 

※作業の状況により、時間は前後する可能性があります。 

▼問い合わせ／舟形町住民税務課住民係 ☎（32）0211 



                               

                               

                               

                               

                               

 

 

 

 

 

行政相談所開設のお知らせ 
午後１時 30分～３時30分 

行政相談とは 

総務大臣から委嘱を受けた行政
相談委員が、国・独立行政法人・
特殊法人などの仕事、手続き、サ
ービスなどで困りごとや意見、
要望などを受付け、解決を図る
制度です。相談は「無料」「秘密
厳守」です。 

・苦情がある、困っていることがある。 
・こうしてほしい。 
・苦情を申し出たが、説明や措置などに納得がいかない。 
・どこに相談したらよいのかわからない。 
・制度の仕組みがわからない。 

▼場所／清流荘 和室相談室 

▼日時／10月24日（火）  

こんな時は行政相談をご利用ください 

▼問い合わせ／舟形町総務課総務係 ☎（32）2111 

 山形行政監視行政相談センター ☎023（623）1100 

生活困窮者等巡回相談のお知らせ 
  困っていることはありませんか。生活自立支援センターもがみでは、暮らしに困っているの方の巡
回相談を行なっています。一人で悩まずにご相談ください。 
▼相談日／各回とも午後１時 30分～３時 30分 

 

 

 

 

 

▼場 所／舟形町役場 

▼相談員／社会福祉法人友愛の里「生活自立支援センターもがみ」相談員 

▼内 容／・借金をなんとかしたい。家賃や公共料金が払えない。 

     ・失業や低収入。長年仕事につけず生活が苦しい。 

     ・地域から孤立している。家族のことで悩んでいる。 

     ・低収入で日々の生活に追われているため、子どもの勉強が心配。 

     ・税金や健康保険料などを滞納している。 

     ・食べ物がない。（無料で食料を提供できる場合があります） 

▼費 用／無料 

▼申込み・問い合わせ／舟形町健康福祉課福祉係 ☎（32）0655 

           ※各相談日の前日まで申込みください。 

第７回 令和５年 10月４日（水） 

第８回 〃 11月１日（水） 

第９回 〃 12月６日（水） 

 

第10回 令和６年 １月10日（水） 

第11回 〃 ２月７日（水） 

第12回 〃 ３月６日（水） 

 

鳥
獣
被
害
対
策
指
導
者 

養
成
研
修
会
に
つ
い
て 

有
害
鳥
獣
に
よ
る
農
作
物
被
害
を

防
止
す
る
た
め
、
指
導
者
を
養
成
す

る
こ
と
を
目
的
と
し
た
研
修
会
を
開

催
し
ま
す
。 

▼
日
時
／
10
月
17
日
（
火
） 

午
前
９
時
～
午
後
４
時 

▼
場
所
／
中
央
公
民
館 

※
研
修
会
の
中
で
実
際
に
農
地
へ
行

き
、
実
習
を
行
い
ま
す
。 

▼
費
用
／
無
料 

▼
持
ち
物
／
筆
記
用
具
、
長
ぐ
つ 

※
昼
食
、
飲
み
物
は
各
自
で
持
参
く

だ
さ
い
。 

▼
服
装
／
実
際
に
侵
入
防
止
柵
の
設

置
を
行
う
た
め
、
作
業
着
な
ど
を
着

用
く
だ
さ
い
。 

▼
〆
切
／
10
月
６
日
（
金
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
農
業
振
興
課
農
業
振
興
係 

☎
（
32
）
０
９
４
７ 



の撤去を支援します 
傾きやひび割れはありませんか？ 

▼補助金の額 ▼補助工事対象 

工事にかかった経費の１／２を補助 

（上限 20万円、千円未満切捨て） 

補助工事対象は次のすべてを満たすこと 

（１）倒壊の危険性があること 

（２）町内に存在すること 

（３）道路、公共施設に面すること 

（４）基礎部分を含む高さが１ｍ以上の塀 

 

頻発する地震で、ブロック塀の倒壊が全国的に相次いでいます。事故が起きる

前に撤去を考えてみませんか。 

 

▼問い合わせ／舟形町地域整備課建設企画係 ☎（32）0915 

最大２０万円！ 

                               

                               

                               

                               

                               

 

舟
形
町
東
京
友
の
会
は
、
舟
形
町

出
身
者
や
縁
故
者
で
首
都
圏
に
居
住

ま
た
は
勤
務
す
る
方
々
に
よ
り
組
織

さ
れ
た
会
で
す
。
町
民
の
み
な
さ
ん

も
ぜ
ひ
、
上
京
し
て
舟
形
町
出
身
者

の
み
な
さ
ん
と
懇
親
を
深
め
て
み
ま

せ
ん
か
。 

▼
日
時
／ 

11
月
５
日
（
日
）
正
午
～
午
後
３
時 

▼
場
所
／
ア
ー
ト
ホ
テ
ル
日
暮
里
ラ

ン
グ
ウ
ッ
ド 

（
東
京
都
荒
川
区
東
日
暮
里
） 

▼
対
象
／ 

舟
形
町
に
住
所
を
有
す
る
方 

▼
参
加
費
／
１
万
円 

※
こ
の
ほ
か
に
交
通
費
・
宿
泊
費
が

か
か
り
ま
す
、
対
象
経
費
の
１
／
２

を
予
算
の
範
囲
内
で
町
が
助
成
し
ま

す
。 

▼
〆
切
／
10
月
10
日
（
火
） 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

舟
形
町
ま
ち
づ
く
り
課
企
画
調
整
係 

☎
（
32
）
０
１
０
４ 

 

第
31
回
舟
形
町 

東
京
友
の
会
総
会
の
ご
案
内 

令
和
６
年
４
月
採
用
山
形
県

商
工
会
等
職
員
採
用
試
験 

▼
日
時
／
10
月
21
日
（
土
） 

▼
場
所
／
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル 

▼
応
募
資
格
／
県
内
の
各
市
町
村
に

あ
る
商
工
会
ま
た
は
県
商
工
会
連
合

会
の
い
ず
れ
に
も
勤
務
で
き
る
方 

▼
採
用
予
定
人
数
／ 

①
経
営
指
導
員 

 
 
 
 
 

２
名 

②
経
営
支
援
員 

 
 
 

１
～
２
名 

▼
申
込
期
間
／
消
印
有
効 

９
月
11
日（
月
）～
10
月
10
日（
火
） 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

も
が
み
南
部
商
工
会
舟
形
事
務
所 

☎
（
32
）
２
２
４
２ 

や
ま
が
た
フ
ラ
ワ
ー 

フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
２
０
２
３ 

 

花
き
生
産
者
の
技
術
の
向
上
を
図

る
と
と
も
に
、
県
産
の
花
き
を
紹
介

し
、
消
費
者
の
理
解
を
深
め
、
花
き
産

業
の
発
展
を
目
指
す
も
の
で
す
。 

▼
日
時
／ 

10
月
14
日
（
土
） 

午
前
10
時
～
午
後
４
時 

10
月
15
日
（
日
） 

午
前
10
時
～
午
後
２
時 

▼
場
所
／
す
ぽ
ー
て
ぃ
あ 

▼
内
容
／
展
示
や
予
約
販
売
な
ど 

▼
問
い
合
わ
せ
／ 

最
上
総
合
支
庁
農
業
振
興
課 

☎
（
29
）
１
３
１
４ 

 

▼日 時／10月15日（日）午前７時～（受付）   ▼場 所／県民ゴルフ場 

▼対 象／○舟形町在住または勤務している方     ▼内 容／○一般男子の部 

○県民ゴルフ場を利用されている方                ○シニア・レディースの部 

▼ ／1,000円               ▼定 員／ 36組  

▼〆 切／10月６日（金）                 ▼ ／・プレー料金は自己負担 

※定員になり次第〆切              ・町健康ポイント対象事業 

▼ ／受賞者が表彰式にいない場合は、賞品を表彰式出席者に抽選で提供します。 

▼申込み・問い合わせ／県民ゴルフ場 ☎（32）3344 

http://3.bp.blogspot.com/-yHFgzJ_b2U0/V9vBXLm0GgI/AAAAAAAA93U/X9F5g5YM5YgHCZ0Sc6OxUIzKYnDfnnuMwCLcB/s800/golf_jou_man.png


                               

                               

                               

                               

                               

地域住民の自助・共助の機運醸成と冬期間の除排雪負担の軽減を図るため、購入する新車の家庭用除雪機

または新品の除雪用アタッチメントに対して、補助金を交付します。 

▼対 象／次の要件をすべて満たす方 

       ・町内に住所を有する方または町内に事業所を有する事業者 

       ・税等の滞納がない世帯または事業者 

       ・過去に除雪機購入補助を受けていない世帯または事業者 

▼補助対象／これから購入する除雪機で次の要件をすべて満たすこと 

       ・新車の家庭用除雪機（除雪幅が600mm以上）等 

       ・購入後７年以上、補助対象者が所有すること 

       ・補助申請をした年度の３月31日までに納品され、支払いも終了すること。 

▼補 助 金／購入費の１／４以内で10万円上限 

       ※高齢者世帯等除雪サービス事業の協力者で、かつ自主防災組織または 

舟形町地域支え合い除排雪活動支援事業の実務者として活動する方は、20万円上限。 

▼〆 切／10月31日（火） 

▼問い合わせ／舟形町まちづくり課地域支援係 ☎（32）0104 

この事業は、ふるさと納税を活用しています。 

映
画
音
楽
や
心
な
ご
む
美
し
い
イ

ー
ジ
ー
リ
ス
ニ
ン
グ
、
ク
ラ
シ
ッ
ク

の
名
曲
の
エ
ッ
セ
ン
ス
な
ど
が
楽
し

め
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
コ
ン
サ
ー
ト
で

す
。 

▼
日
時
／
11
月
12
日
（
日
）
午
後
４

時
開
演 

▼
場
所
／
新
庄
市
民
文
化
会
館 

▼
対
象
／
小
学
生
以
上 

▼
出
演
／ 

指
揮 

粟
辻 
聡 

演
奏 

山
形
交
響
楽
団 

▼
入
場
料
／
無
料 

▼
申
込
み
方
法
／
住
所
、
氏
名
、
電
話

番
号
、
申
込
人
数
を
記
入
の
上
、
往
復

ハ
ガ
キ
で
申
込
み
く
だ
さ
い
（
１
回

の
応
募
で
２
名
ま
で
申
込
み
可
能
） 

▼
〆
切
／
10
月
25
日
（
水
）
必
着 

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

㈱
イ
ベ
ン
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
ス
ガ
ッ
ツ

内
山
形
県
企
業
局
コ
ン
サ
ー
ト
係 

☎
０
２
３
（
６
３
５
）
０
５
７
６ 

山
形
県
企
業
局
コ
ン
サ
ー
ト 

楽
し
い
未
来
の
科
学
の
夢
や
科
学

技
術
の
発
達
に
よ
る
未
来
の
世
界
を

描
い
た
作
品
を
募
集
し
ま
す
。 

▼
作
品
展
示
期
間
／ 

12
月
５
日（
火
）～
12
月
10
日（
日
）

午
前
10
時
～
午
後
５
時 

▼
作
品
展
示
会
場
／
県
産
業
科
学
館

（
霞
城
セ
ン
ト
ラ
ル
内
） 

▼
対
象
／
小
学
生
お
よ
び
中
学
生 

▼
〆
切
／ 

10
月
23
日
（
水
）
必
着 

▼
そ
の
他
／
詳
し
く
は
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
確
認
く
だ
さ
い
。 

      

▼
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／ 

（
一
社
）
山
形
県
発
明
協
会 

☎
０
２
３
（
６
４
４
）
３
３
１
６ 

第
20
回
山
形
県
未
来
の 

科
学
の
夢
絵
画
展 

最上保健所からのお知らせ 
10月に開院する新しい県立新庄病院の総合患者サポートセンターに「最上保健所サテ

ライト」を開設します。 

 
▼開所時間／月～金曜日（年末年始・祝日のぞく）午前９時～午後５時 

▼業務内容／難病・肝炎・小児慢性特定疾病の医療費助成、身体障がい者等用駐車証交付、ヘルプマ

ーク配布等に関する相談・申請手続き支援ほか 

▼問い合わせ／最上保健所保健企画課 ☎（29）1256 

 



 



 令和５年度インフルエンザ予防接種 
インフルエンザ予防接種の実施と接種料金への一部助成についてのお知らせ 

小児および保護者の方は次を確認ください。 
▼対象者／舟形町に住所を有する生後６ヵ月～15歳（中学校３年）の方 

・生後６ヵ月～12歳の方は２回接種 

・13歳～15歳の方は１回接種 

▼実施期間／令和５年10月１日（日）～令和６年１月31日（水）※期間内に接種した場合に限ります。 

▼接種料金／接種する医療機関によって料金が異なります。町の助成額を差引いた金額を支払いください。 

▼助成額／１回目…2,000円 2回目…1,500円 

▼接種医療機関／ 

≪全対象年齢≫舟形クリニック、阿部内科循環器科クリニック、栄町耳鼻咽喉科クリニック、新庄整形外

科医院、三條医院、須藤医院、土田医院、東山内科クリニック、東山整形外科クリニック、こくの医

院、よしだ耳鼻咽喉科クリニック、きねぶち医院、永井医院、ハートクリニックひろの、芦沢医院 

県立新庄病院※希望される方は直接確認ください。 

≪中学生のみ≫小内医院、丸橋内科クリニック、新庄こころのクリニック 

≪３歳以上≫香音クリニック、渡部医院 

≪６歳以上≫すがはら内科クリニック 

※これ以外の医療機関で接種した場合は、助成額を後日通帳に振込みます。 

領収書・振込先通帳等を持参し、健康福祉課③番窓口までお越しください。 

▼持ち物／健康保険証など本人を確認できるもの、母子手帳 

▼その他／ 

■予診票は各医療機関に設置しておりますので、健康保険証を持って直接医療機関で接種してください。 

※須藤医院で接種される方は、予診票を持って受診ください。健康福祉課③番窓口に設置しています。 

■医療機関によっては、予約が必要な場合もありますので、事前に連絡してから受診してください。 

■接種時は保護者の同伴をお願いします。 

希望される方は、事前に必ず予診票裏面の「インフルエンザ予防接種説明書」をよくお読みになってか

ら、接種を受けてください。 

高齢者の方は次を確認ください。 
▼対象者／ 

・舟形町に住所を有する65歳以上の方（昭和34年１月31日以前に生まれた方で、接種日において 

満65歳となる方） 

・60～64歳の方で次のいずれかに該当する方 

①心臓、じん臓または呼吸器の機能に、日常生活が極度に制限される程度の障がいを有する方（身体障 

がい者手帳１級相当） 

②ヒト免疫不全ウイルスにより、免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する方（身

体障がい者手帳１級相当） 

▼実施期間／令和５年10月１日（日）～令和６年１月31日（水）※期間内に接種した場合に限ります。 

▼接種料金／接種する医療機関によって料金が異なります。町の助成額2,000円を差し引いた金額をお支払 

いください。 

▼助成額／2,000円（１回目のみ） 

▼接種医療機関／山形県内のインフルエンザ予防接種委託医療機関 

▼持ち物／健康保険証など本人を確認できるもの 

▼その他／ 

■予診票と接種済証は、各医療機関に設置しています。直接医療機関で接種してください。 

■接種済証は接種した証明となりますので保管してください。 

希望される方は、事前に必ず予診票裏面の「インフルエンザ予防接種説明書」をよくお読みになってか

ら、接種を受けてください。 

この事業は、ふるさと納税を活用しています。 



                               

                               

                               

                               

                               

▼問い合わせ／舟形町住民税務課生活安全係 交通安全担当 ☎（32）0155 

令和５年度 秋の安全県民運動
実施期間：９月 21日（木）～30日（土） 

９月 30日（土）は「交通事故死ゼロを目指す日」です 

交通安全「互いに守る 思いやり」県民運動 
 運動の重点  
１ 子どもと高齢者を始めとする歩行者の安全の確保 

２ 夕暮れ時と夜間の交通事故防止及び飲酒運転等の撲滅 

３ 自転車等のヘルメット着用の促進と交通ルール遵守の徹底 

№461 

秋以降は日没が早まります。 

歩行者は、ピカピカ光る夜光反射材を身

につけ、ドライバーは、早めのライト点灯

やハイビームを積極的に活用し、交通事故

を防ぎましょう。 

飲酒運転を 

         しない 

          させない 

          許さない 



 日本では、ママのおなかで過ごす期間のことをトツキトオカと呼ばれ、同じ読みに
なる10月10日を赤ちゃんの日とも呼ばれています。赤ちゃんのお世話や家事、仕事
で忙しいママも多いですが、子どもの成長を喜び、子育てを楽しみながら、ゆったり
とした時間を過ごしたいですね。そんなママへのメッセージです。 
♡完璧を求めない。多少のことは目をつぶり、できた隙間時間をのんびりと過ごし
ましょう。 

♡１人で抱え込まない。身近な人に助けを求めることや、お願いすることは手抜き
ではありません。家族に頼ってなんでもお願いしましょう。 

♡早めに体を休める。時短家事などの工夫も大事ですが、疲れたら早めに休みまし
ょう。家族と協力しあいながら育児ができると心強いですね。 
赤ちゃんや家族の幸せと健やかな成長を祈り、「生まれてきてくれてありがとう」

を伝えられたら素敵です。 
 

 

 

☆ ふれあい育児の広場…１０月１３日（金）はピクニックの予定です。（午前中は戸

外行事のため、こども広場は閉館となります。申込みされた方のみの利用で

す。欠席される場合は事前に連絡をお願いします） 

 

♡育児相談 
「離乳食を食べてから便がコロコロに」

「ママが離れると日中も泣きがひどく、夜
も１時間おきにおっぱいで眠れない」「イ
ヤイヤ期はいつまで続くの？」「予防接種
について」など、保護者の方より育児の
様々な悩みや話が聞かれます。すぐには解
決が難しいことでも、話をすることで気持
ちが楽になることもあるかもしれません。 
みらいに、直接電話や来所をいただい

て、気軽に何でもお聞かせください。 
▼受付時間／ 
午前8時30分～午後4時30分 
月～金曜日（祝日をのぞく） 

※すくすく広場（偶数月第４火曜日午前10時～）

では、保健師に相談もできます。 

♡おはなし広場 
８月 17 日に親子３組 10 人が参加しま

した。内容は、様々な所で開催されている花
火大会にちなんで「花火」の絵本の読み聞か
せを行いました。読み聞かせ後、仕掛け絵本
をまねての工作を行うと、動かすときらきら
と輝くきれいな花火になり、小さい子も小学
生も喜んでいました。また、絵本「まほうの
でんしレンジ」のリズミカルな言葉に１歳児
も声を出して笑っていました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

こころとからだ！すくすく大きくな～れ 

にこにこ通信 
令和５年９月 発行 第１８５号 

舟形町子育て支援センターみらい 

（福祉避難所「てとて」内） 

   ☎３２－０５２８ 

♡10月10日は赤ちゃんの日♡ 

 

                            

～ こんな活動をしています ～ 

〈利用時間〉 
午前９時30分～11時30分 
午後１時30分～４時30分 

【１０月の予定】     閉 館 

日 月 火 水 木 金 土 

１ ２ ３ ４ ５ 

 

６ 

 

７ 

施設開放 

 

８ 

 

９ 

 

10 11 

あそびの

広場 

12 13 

ふれあい 

育児の広場 

14 

施設開放 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

おはなし 

広場 

20 21 

施設開放 

 

22 23 

 

24  

すくすく

広場 

25 

 

26 

 

27 

 

28 

施設開放 

 

29 30 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆ みらいの様子 ☆ 
 

 

 

午後閉館 

午後閉館 

午後閉館 

午後閉館 

今年は、猛暑続きでたいへんでしたね。支援センターの夏は、芝生

広場での水遊びで、短い間でしたが水に触れて楽しみました。 

みらいでは、ウォーターマットやスイカ割り 

ごっこ、魚つりなどの夏を感じるあそびに、に 

こにこ笑顔の子どもたちでした。これからの時 

期は暑さがやわらぐので、芝生広場でのあそび 

を充実したいと思っています。 


